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７－２ 通勤現況調査の実施方法につい

て 

 

 通勤現況調査は、所属長が各所属の担当

者を調査する形で実施されている。所属長

自らを対象として確認する際は、本人が自

己評価を行わず、準ずる立場の者にやって

もらう形が求められている。しかし現況調

査実施状況を確認した結果、自らを対象に

しているにもかかわらず、自己確認で終わ

っているものがあり、ルール通りの運用は

なされていなかった。 

 

 例えば、人事管理を行っている部署が調

査実施者となるような仕組みも含め、いま

一度実効的な調査方法について幅広に検

討すべきである。 

  

 

 

所属長に対する本調査（以下、「調査」）

の実施方法について、実効性や正確性等を

確保する観点から検討した結果、調査の客

観性を確保するため、総務課で行うことと

した。 

また、調査の正確性を確保するため、チ

ェックリストを整備し、総務課での確認事

項を明確にした。 

 


